
 

議案第25号 

 

北上市公の施設の使用料等減免条例の一部を改正する条例 

 

北上市公の施設の使用料等減免条例（平成22年北上市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第３条関係） 

施設名 所在地 

［略］ 

北上市体育施設条例（平成３年北上

市条例第83号）第２条第１項に規定

する施設 

北上市体育施設条例第２

条第１項に規定する施設

の所在地 

北上市総合運動公園体育施設条例（

平成25年北上市条例第37号）第２条

に規定する施設 

［略］ 

［略］ 

北上市北部交流館 

 

 

［略］ 

 

 

別表第２（第４条関係） 

減免基準 適用施設 減免率 

（％） 

［略］ 

別表第１（第３条関係） 

施設名 所在地 

［略］ 

北上市スポーツ施設条例（平成３年

北上市条例第83号）第２条第１項に

規定する施設 

北上市スポーツ施設条例

第２条第１項に規定する

施設の所在地 

北上総合運動公園スポーツ施設条例

（平成25年北上市条例第37号）第２

条に規定する施設 

［略］ 

［略］ 

北上市北部交流館 ［略］ 

北上市展勝地レストハウス（駐車場

及び園地に限る。以下同じ） 

北上市立花14地割21番地

１ 

別表第２（第４条関係） 

減免基準 適用施設 減免率 

（％） 

［略］ 



 

３ 市内の地域住民

がコミュニティ活

動に使用すると

き。 

北上市交流センター条例第２条

に規定する施設、江釣子多目的

研修センター、江釣子共同福祉

施設、北上市みちのく民俗村条

例別表に規定する施設、北上市

体育施設条例第２条に規定する

北上市民成田スポーツ交流館、

北上市立学校施設の開放条例第

３条に規定する施設 

 

 

 

［略］ 

［略］ 

10 北上市消防団員

がトレーニングの

ために使用すると

き。 

北上市総合運動公園体育施設条

例別表第３に規定するトレーニ

ングルーム及び室内走路 

［略］ 

［略］ 

13 市内の農業団体

及び商工団体が産

業振興を目的とし

た活動に使用する

とき。 

江釣子多目的研修センター、煤

孫農村交流プラザ、北上市工業

技術交流施設条例第２条に規定

する施設、北上市産業支援セン

ター、北上市市民交流プラザ、

［略］ 

３ 市内の地域住民

がコミュニティ活

動に使用すると

き。 

北上市交流センター条例第２条

に規定する施設、江釣子多目的

研修センター、江釣子共同福祉

施設、北上市みちのく民俗村条

例別表に規定する施設、北上市

スポーツ施設条例第２条に規定

する北上市民成田スポーツ交流

館、北上市民黒岩スポーツ交流

館及び北上市民稲瀬スポーツ交

流館、北上市立学校施設の開放

条例第３条に規定する施設、北

上市展勝地レストハウス 

［略］ 

［略］ 

10 北上市消防団員

がトレーニングの

ために使用すると

き。 

北上総合運動公園スポーツ施設

条例別表第３に規定するトレー

ニングルーム及び室内走路 

［略］ 

［略］ 

13 市内の農業団体

及び商工団体が産

業振興を目的とし

た活動に使用する

とき。 

江釣子多目的研修センター、煤

孫農村交流プラザ、北上市工業

技術交流施設条例第２条に規定

する施設、北上市産業支援セン

ター、北上市市民交流プラザ、

［略］ 



 

江釣子共同福祉施設、北上市勤

労者福祉施設条例第２条に規定

する施設、北上市みちのく民俗

村条例別表に規定する施設 

 

14 公益財団法人北

上市スポーツ協会

又は公益財団法人

北上市スポーツ協

会の加盟団体が主

催又は主管するス

ポーツ大会に使用

するとき。 

北上市みちのく民俗村条例別表

に規定する施設、北上市体育施

設条例第２条に規定する施設、

北上市北部交流館 

 

 

 

［略］ 

［略］ 
 

江釣子共同福祉施設、北上市勤

労者福祉施設条例第２条に規定

する施設、北上市みちのく民俗

村条例別表に規定する施設、北

上市展勝地レストハウス 

14 公益財団法人北

上市スポーツ協会

又は公益財団法人

北上市スポーツ協

会の加盟団体が主

催又は主管するス

ポーツ大会に使用

するとき。 

北上市みちのく民俗村条例別表

に規定する施設、北上市スポー

ツ施設条例第２条第１項に規定

する施設、北上総合運動公園ス

ポーツ施設条例第２条に規定す

る施設、北上市北部交流館 

［略］ 

［略］ 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和６年９月５日提出 

北上市長 八重樫 浩 文       

 

提案理由 

減免の対象とする公の施設に北上市展勝地レストハウスの駐車場及び園地を追加するほか、所要の改正をしようとするもので



 

ある。  


